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１． はじめに

　本稿は、報告書「2+1-Roads with Cable Barriers- 
a Swedish Success Story」［Torsten Bergh：スウェ
ーデン道路庁（SNRA）、Arne Carlsson：スウェーデ
ン道路研究所（VTI）及び Jan Moberg：スウェーデ
ン道路庁（SNRA）による。］を翻訳、取りまとめ、
報告するものである。北海道は、積雪寒冷地及び広域
分散型であることをはじめとし、スウェーデンと多く
の共通点を有している。このような観点から、同国の
経験と知見を踏まえ、北海道の地域特性を考慮した望
ましい道路構造を検討する際のポイントを整理する。

２．報告書の概要

　1990年代、スウェーデンでは13ｍ幅員の２車線道路
（延長3,500㎞）で、毎年、国民の約100名の死亡者と
約400名の重傷者が記録された。これは、同国の国道
総延長である約100,000㎞のうち、全死亡者の25％、
全重傷者の20％を占めていた。２車線道路の主たる課
題は、全死亡者数の70％以上が逸脱及び正面衝突事故
により引き起こされたことであった。このような事故
の発生過程は、毎年、同様の傾向を示した。ドライバ
ーは、ある原因により運転制御を失い、路側に設置さ
れている対象物あるいは反対車線を走行する不運なド
ライバーに対して衝突する。スウェーデン道路庁
（Swedish National Road Administration ; SNRA）に
おいては、1990年代、交通安全問題を改善するために、
より低コストな方策を探究することへの要望が高まっ
た。既設13ｍ幅員の２車線道路の代替案として、フル
アクセスコントロールと2.5m の中央分離帯を伴う18
ｍ幅員道路（以下、「４車線道路」という）が、1990
年代中頃に、新しい建設方法として導入された。
　1998年、スウェーデン道路庁は、６区間の既設13m
幅員道路を対象とし、低コストな手法の活用により交
通安全を改善する全体計画を決定した。この主たる代
替案は、２＋１車線道路の概念（既設の13ｍ幅員道路
の中に、ケーブル防護柵による分離を伴い、中央に追
越車線を1.25㎞間隔により相互方向に設置すること）
であり（以下、これを「２＋１車線道路（ケーブル防

護柵あり）」という）、交通事故発生が深刻な区間にお
いて、20～50％の事故削減効果が期待された。この「２

＋１車線道路（ケーブル防護柵あり）」は成功と判断
され、これまでにおよそ1,000㎞が開通している。
　他方、既設の13ｍ幅員道路の拡幅により、16ｍ幅員
道路とし、ケーブル防護柵により相互方向に２車線分
離する道路（以下、「２＋２車線道路（ケーブル防護

柵あり）」という）と代替案の「４車線道路」の交通
安全上の成果は、これまでのところ、「２＋１車線道

路（ケーブル防護柵あり）」よりも安全ではないとして、
少し失望されている。これは、死亡及び重傷者率を表
す FSI 率でみた場合、「２＋１車線道路（ケーブル防

護柵あり）」と比較し、「２＋２車線道路（ケーブル防

護柵あり）」及び「４車線道路」の FSI 率が同等か少
し高くなっているからである。
　下記３章～６章において、スウェーデン道路庁によ
る低コストな交通安全施策である「２＋１車線道路（ケ

ーブル防護柵あり）」（幅員13ｍ）の概要を紹介すると
共に、「２＋２車線道路（ケーブル防護柵あり）」（幅
員16ｍ）及び「４車線道路」（幅員18ｍ、中央分離帯
の設置あり）も含めて、約1,000㎞の開通区間から得
られた主たる成果と知見について記載する。

３．スウェーデン道路庁による道路交通施策の変遷

３－１　かつてのスウェーデンの道路設計方針

（１）スウェーデンでは、元々は、２車線道路の横断
面構成として、下記①の13ｍ幅員道路のように路肩
幅員が広い型が用いられていた。その後、交通安全、
交通性能、投資及び維持コスト等の観点から、改善
策として、一時的に下記②及び③による横断面構成
の変遷を経ている。（図－１参照）

　①13ｍ幅員道路（２車線、路肩幅員が広い型：
　　wide shoulders）車線幅員：各3.75ｍ、
　　路肩幅員：各2.75ｍ
　②13ｍ幅員道路（２車線、車線幅員が広い型：
wide lanes）車線幅員：各5.5ｍ、路肩幅員：各
1.0ｍ
③13ｍ幅員道路〔「２＋１車線道路（ケーブル防護
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柵なし）」（区画線を引き直しただけの型：2+1 
design road marking）〕
車線幅員：3.75ｍ、追越車線：3.50ｍ、路肩幅員：
1.0ｍ、中央の追越車線が1～ 2.5㎞間隔で方向が
変わる。

（２）1990年代、交通安全に焦点をおき、上記③の区
画線を引き直しただけの「２＋１車線道路（ケーブ

ル防護柵なし）」が導入された。当時の幹線国道ネ
ットワークはほぼ10,000㎞に及んでいるが、道路種
別の構成は以下の通りであった。速度制限は、たい
てい90㎞ /h または110㎞ /h であった。
　（a）13ｍ幅員道路：
年平均日交通量4,000 ～ 20,000台/日
①路肩幅員が広い型：延長約3,600㎞、
　年平均日交通量4,000 ～ 20,000台/日
②車線幅員が広い型：延長約800㎞、
③「２＋１車線道路（ケーブル防護柵なし）」（区
画線を引き直しただけの型）：延長約10㎞

　（b）高速道路：延長約1,500㎞
年平均日交通量8,000台/日

　（c）準高速道路：延長約300㎞
（準高速道路とは、13ｍ幅員道路にインターチェ
ンジ、フルアクセスコントロールが設置されてお
り、歩行者、バイクまたは低速車両は通行できな
い）

（３）1994年の道路設計ガイドライン11）の施行により、
以下の項目が変更された。
①13ｍ幅員道路は、開通年の年平均日交通量が
2,000 ～ 12,000台/日とされた。

②高速道路の道路横断面構成は、以下の設計値が推
奨された。

　　・外側の路肩幅員：2.75ｍ
　　・車線幅員：3.75ｍ
　　・内側の路肩幅員：1.0ｍ

　　・防護柵を伴う中央分離帯：４ｍ
または防護柵を設置しない中央分離帯は最小13ｍ
の幅員とし、最小の総幅員が26.5ｍ　（制限速
度110㎞ /h の場合）

３－２　交通安全上の経験

（１）13ｍ幅員道路に関して、交通安全の観点からは、
以下のような結果が得られていた。
①13ｍ幅員道路（２車線道路：路肩幅員が広い型）
は、９ｍ幅員道路（注：原文には記載されていな
いが、２車線道路：車線幅員3.75ｍ、路肩幅員
0.75ｍと推察される。）よりも、人身事故率で約
10％以上の安全性の向上が見られた。しかし、致
死率（死亡者数 /100万台・㎞）では、0.009（９ｍ
幅員道路）に比して0.013へと悪化した。
②13ｍ幅員道路（２車線道路：車線幅員が広い型）
の適用によっても、交通安全の点では成功に至ら
なかった４）。
③区画線を引き直しただけの「２＋１車線道路（ケ

ーブル防護柵なし）」に関してのスウェーデンに
よるごく限られた経験５）によれば、ドイツの知
見１）のような前途有望なことは、1980年代にお
いては、間違いなく見られなかった。
④高速道路は致死率0.002であり、13ｍ幅員道路（２
車線道路：路肩幅員が広い型）と比べて、およそ
６分の１と優れていた。

（２）13ｍ幅員道路では、毎年、約100名の死亡者と約
400名の重傷者が記録された。これは、国道におけ
る全死亡者の25％、全重傷者の20％を占めていた。
主たる課題は、全ての負傷者の50％以上及び死亡者
が、13ｍ幅員道路を含む全ての２車線道路での事故
が主として逸脱と正面衝突か出会頭事故によるもの
であるということであった。このような事故の発生
過程は、毎年、同様の傾向を示した。ドライバーは

図ー１　スウェーデンの道路横断面構成（幅員：ｍ）

①　　　　　　　　　　②　　　　　　　　　　　　　　　③　　
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ある原因により運転制御を失い、路側に設置されて
いる対象物あるいは反対車線を走行する不運なドラ
イバーに対して衝突することである。交通安全の問
題は、ドライバーによる集中力の欠如、疲労及び単
調な認知等に原因があると考えられている。正面衝
突事故は、年平均日交通量3,000 ～ 5,000台/日の範
囲で、最も顕著な重大事故となっている。薬物とア
ルコールに伴う事故も、特に逸脱事故において問題
視されている。

３－３　新たな代替案の検討

（１）スウェーデン道路庁においては、1990年代に、
交通安全を改善するために、費用効果のある方策の
探求に対する要望が高まった。
　1990年代半ば、交通安全を確保しつつコストと環
境影響を減少させるために、代替案の「４車線道路」

が新しい建設方法として導入された。この設計コン
セプトは、以下に示す通り各幅員を厳しくしたもの
である。
　・内側及び外側の路肩幅員：2.75ｍから0.5ｍへ
　・車線幅員：3.75ｍから3.5ｍへ
　・中央分離帯：４ｍから2.5ｍへ
　・総幅員：26.5ｍから18.5ｍへ
　・アクセスコントロール：高水準な出入口の代わ
りに、簡易インターチェンジを適用

しかしながら、このような道路形式は、元々、高速
道路のように、速度面での効果やドライバーの認知
性を向上させるためのものではなかった。

（２）1998年、スウェーデン道路庁は、既設の13ｍ幅
員道路において、可能な限り道路用地の中で、低コ
ストな方策を活用し、交通安全を改善するための全
体計画を決定した３）。同概要は以下の通り。
①第一の代替案は、既設の13ｍ幅員道路の中に、「２

＋１車線道路（ケーブル防護柵あり）」を整備す
ること。

②第二の代替案はコストを考慮し、拡幅により　「２

＋２車線道路（ケーブル防護柵あり）」（幅員
15.75ｍ）を整備し、速度性能の改善、故障車両
に対する交通安全リスクの減少及び維持上の課題
を容易にすること。

本計画の目的は、この手法による適切な設計手順、
詳細設計と維持要領を明らかにすると共に、肯定的
な交通安全効果の予測（「２＋１車線道路（ケーブ

ル防護柵あり）」の重大事故と死亡者数が20 ～ 50％
減少すること。「２＋２車線道路（ケーブル防護柵

あり）」は、「２＋１車線道路（ケーブル防護柵あり）」

よりもわずかによい効果を表すこと。）を確認する
ことであった。本計画は、交通安全、交通流の変化
とドライバーの評価、及び建設・維持のコストと課
題に関し、集中的な事後調査研究を含んでいた。な
お、予想されたマイナス面は、以下に関する課題で
あった。
　・トラックの故障と事故時における閉塞のように
１車線狭くなること

　・緊急車両と規格外車両
　・２車線から１車線へのすり付け区間
　・沿道活動、歩行者・自転車利用者等へのサービ
ス水準の悪化

　・道路維持に関すること
　・オートバイ利用者への影響

４．スウェーデン道路庁による現在の道路交通施策

４－１　現在の道路交通施策

（１）最初に「２＋１車線道路（ケーブル防護柵あり）」

の対象としたＥ4道路 : Gavle－Axmartavlan 区間の
整備から、１年半経過後、本手法が前途有望である
と判断された。2000年春、スウェーデン道路庁は、
さらに15区間を対象とし13ｍ幅員の「２＋１車線道

路（ケーブル防護柵あり）」を整備することを決定
した。この15区間は、全て、国内の準高速道路を対
象としたものであった。現在の整備延長と今後の整
備計画は以下の通りである。
①2004年６月現在の整備延長：「２＋１車線道路（ケ

ーブル防護柵あり）」の13ｍ幅員道路（年平均日
交通量が4,000 ～ 20,000台）の総延長約1,000㎞
②2007年までの計画：総延長1,850㎞に延伸する予
定。およそ450㎞が準高速道路（50％が110㎞ /h
制限速度、50％が90㎞ /h 制限速度）である。残
りは、交差点等を伴う一般国道であり、90㎞ /h
制限速度区間である。
③「２＋１車線道路（ケーブル防護柵あり）」の平
均投資コストは、およそ2,000SEK/mである。（注
: SEK; スウェーデンクローネ、１SEK＝約15円）
他方、わずかに２区間の「２＋２車線道路（ケーブ

ル防護柵あり）」が開通したが、両方とも制限速度
90㎞ /h である。代替案の「４車線道路」は、全て
新設により、およそ70㎞が開通している。制限速度：
110㎞ /h、交通負荷：７億６千万台・㎞に及んでいる。

（２）2001年春、スウェーデン道路庁は、伝統的な13ｍ
幅員道路に代わり、「２＋１車線道路（ケーブル防
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護柵あり）」の設計コンセプトを新設と既設道路の
改良に適用するための横断面構成の基準を決定し
た。なお、「２＋１車線道路（ケーブル防護柵あり）」

による対策を導入するに際して、国の設計手順とし
て、交通量の基準を以下の通り適用するとしている。
　「開通年の年平均日交通量が平日で約4,000台/日を
最低とすること。」
　また、本対策は以下の事項を遵守するものとする。

①問題点の状況を適正化する。
②適正な費用効果を与える。
③適正な交通安全面での重要な評価、すなわち、年
間の重傷者数または死亡者数の減少に対する投資
コストが約100万米ドル未満とすることを与える。
④設計時点における適正なサービス水準を与える。
本幾何構造ガイドライン（注：スウェーデン道路庁
による道路構造ガイドライン。「２＋１車線道路（ケ

図ー２　提案された13ｍの２＋１車線道路（ケーブル防護柵を伴う型）の基準

図ー３　２車線から１車線へのすり付け区間の設計
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ーブル防護柵あり）」の設計について記載されてい
る。）は2002年に出版12）されたが、2004年に幾つか
の改訂13）が行われた。
　また、「２＋１車線道路（ケーブル防護柵あり）」

の事業効果については、ＦＨＷＡ（米国連邦道路庁）
からも注目され、分析レポート７）が公表されている。
　「２＋２車線道路（ケーブル防護柵あり）」と代替
案の「４車線道路」による事業の成果は、これまで
のところ、予測よりも高い交通事故率（主として逸
脱と追突、わずかに車両故障関連による）を示して
おり、成功してはいない。これらの横断面構成は、
ガイドラインから外された。従来の高速道路の横断
面構成は、よりスリムな高速道路設計（外側の路肩

幅員２ｍ、車線幅員3.5ｍ、内側の路肩幅員0.5ｍ、
ケーブル防護柵付きの中央分離帯幅員2.5ｍ、総幅
員21.5ｍ、なお、車線を3.25ｍ、内側路肩を含む中
央分離帯を1.5ｍまで減少させることが認められて
いる。）に代わっている。

４－２　設計コンセプト

　「２＋１車線道路（ケーブル防護柵あり）」の推奨さ
れている設計コンセプト13）は次の通りである。
①片方向の連続車線と組み合わされる方向が変化す
る中央車線は1.0 ～ 2.5㎞間隔とされ（図－２参
照）、その車線延長は、線形、交差点等の位置等
によるものとする。１＋１車線道路は、拡幅が高

図－４　森林地域におけるケーブル防護柵の設置事例

図－５　Uターン施設を伴う交差点部の設計
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額となる長い橋梁部、及び分離することが高額と
なるか不可能となる取付道路、歩行者と自転車利
用者が頻発する区間で適用されるものとした。「２

＋２車線道路（ケーブル防護柵あり）」についても、
山を越える区間で１車線区間を避けること、及び
拡幅が低コストである区間の交通性能を改善する
ために必要とされた。区間延長の情報を表示する
標識は、必ず設置しなければならない。２車線区
間の割合は、各方向で少なくとも35 ～ 40％とす
るべきである。

②横断面構成は、基本的に既設の13ｍ幅員道路また
は14ｍ幅員道路で選択されている。全ての13ｍ幅
員道路（括弧内は14ｍの値）は、次の設計値を推
奨する（図－２参照）。

　・1.5（1.75）ｍの中央分離帯に連続的にケーブル
防護柵を設置する。ＣＥＮ（Comite European 
de Normalisation: 欧州標準化委員会）のN2ク
ラスと有効幅員W5（ヨーロッパ機能要件シス
テムN2；試験車両1,500kg、速度110㎞ /h、衝
突角度20度、W: 有効幅員；クラス５、最大２ｍ）

　・２車線区間で幅員3.25ｍ、１車線区間で幅員3.5
（3.75）ｍ。

　・外側の路肩は0.75（1.0）ｍとし、少数の歩行者
と自転車利用者に利用される。
実際の事業においては、細部については変更でき
るものとする。14ｍ道路幅員の主たる利点は、オ

ートバイ利用者と歩行者に配慮されていることで
ある。
③２車線から１車線へのすり付け区間の延長は150
ｍとし、双方向で計300ｍとする。すり付け区間
はケーブル支柱に視線誘導標を10ｍ間隔で設置
し、すり付け区間の始まる400ｍ手前とすり付け
区間の始まる地点において標識を設置するものと
する（図－３参照）。クィック・ロック（簡易な鍵）
の設置により、各すり付け区間で数秒のうちにケ
ーブル防護柵を手動でオープンさせることを可能
とする。１車線から２車線へのすり付け区間延長
は50 ～ 100ｍとする。
④既設の路側区域は、道路用地として平坦であるべ
きであり、望ましくは７～ 11ｍ程度何もないこ
とが推奨される。これは、森林等が取り除かれて
いることである。路側のケーブル防護柵は、岩盤
の切土、低い切土及び森林地域の盛土におけるカ
ーブ区間のように危険な位置に設置されるべきで
ある（図－４参照）。
⑤維持の基準は、次の要件を満たすものとする。
　・橋梁点検、オーバーレイ等は、交通量が最小時
に行うものとする。視線誘導標の洗浄作業等は、
交通量が少ない時に行うものとする。

　・雪は、中央分離帯から0.4ｍのところに除雪さ
れるものとする。外側線が見えることとする。

⑥緊急事態に備え、３～５㎞間隔で、救急車両の転

図－６　１車線区間の始点部における平均車両速度と片方向の交通量

（E18・Vasteras の15分間データに基づく）
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回場所を設けるものとする。
⑦交差点部は、できるだけ、すり付け部に位置させ
るものとする。取付道路は撤去されると共に、歩
行者とオートバイ利用者は分離されるべきであ
る。残存させる取付道路は、交差点部において、
右折だけのUターン施設を伴って設計されるも
のとする。（図－５参照）

なお、これに対し、主たる批判的な意見は、取付道
路、歩行者や自転車利用者への配慮、狭くなる１車
線区間に関することである。同１車線区間では、緊
急時のトラック車両の停止による閉塞、緊急時のサ
ービス及び維持条件の悪化について懸念されている。

図－８　１車線区間における平均速度と交通量（E4道路：Gavle の５分間データに基づく）

図－７　片方向1,560台／ hのフローティング調査に基づく速度状況（E18道路：Vasteras の第１区間）
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５． ２＋１車線道路により得られた知見

５－１　速度特性の知見

　事前のフィジビリティ調査３）、６）によれば、「２＋

１車線道路（ケーブル防護柵あり）」の導入により、
自由流の車両速度は、数㎞ /h 減少すると予測された。
これは、「２＋１車線道路（ケーブル防護柵なし）」（区
画線を引き直しただけの型）の設計及びシミュレーシ
ョンの経験に基づいたものであった。一部の専門家は、
車両の故障・事故による道路閉鎖と共に、緊急車両と
規格外トラックのサービスレベルに関する課題につい
ても懸念していた。
　結論は、速度性能が低から中レベルの交通量におい
て改善されているが、元々の13ｍ幅員道路（路肩幅員
が広い型）よりもおよそ15％交通容量が低くなってい
ることである。トラックの故障による閉塞と緊急車両
に関することは懸念されるが、全般的な印象としては、
これらの課題は小さなことであり、対処可能なもので
ある。
　速度の効果については、２つの準高速道路での事業
において、以下の調査方法により分析された。
　・事前／事後の地点速度測定
　・フローティング調査（交通実態調査）
　・連続車線における地点速度測定
なお、事前事後の地点速度測定については、いくつか
の他の事業においても実施されている。
　制限速度90㎞ /h と110㎞ /h の区間における測定結
果から得られた主たる結論９）は、次の通りである。
①制限速度90㎞ /h 区間：平均旅行速度が約２㎞ /h
上昇。

②制限速度110㎞ /h 区間：平均旅行速度108.5㎞ /h、
２車線区間は111㎞ /h、１車線区間は106㎞ /h で
ある。

③追越車線の速度は、平均120㎞ /h（低い交通量）。
④交通量500台 /h 超は、速度低下につながる。　
交通量900台 /h 超は、個々の車両と道路状況に
より、速度の大きな変動が見られる。

⑤フローティング調査によれば、１方向で交通量
1,300 ～ 1,400台 /h に達しており、良質のサービ
ス水準が確認された。

⑥交通容量は、15分間データから換算した場合、１
方向で1,600～ 1,700台/hと予測される。これは、
元々の13m幅員道路（路肩幅員が広い型）よりも、
およそ300台少なくなり、15％の損出である。

上記の結果に関し、E18道路：Vasteras（準高速道路で、
制限速度90㎞ /h、年平均日交通量21,000台/日）にお

ける２車線から１車線へのすり付け区間で取得した１
車線区間の始点での速度データは、図－６に示す通り
である。車両速度（15分間データの平均値）は、交通
量1,300 ～ 1,400台 /h までは85㎞ /h よりも高くなって
いる。最大交通量1,700台 /h では、およそ75㎞ /h ま
で速度が低下している。速度40㎞ /h 付近で交通量
1,300 ～ 1,500台/日では、すり付け区間における平均
的な交通密度はおよそ35台/㎞である。
　「２＋１車線道路（ケーブル防護柵あり）」の連続的
な区間における典型的な速度変動は、図－７に示す通
りである。これは、最初の５㎞区間を越えた片方向
1,560台/hのフローティング調査に基づくものである。
全区間延長はおよそ12㎞であり、制限速度90㎞ /h 区
間及び110㎞/h区間が混在している。グラフの上部に、
１車線区間と２車線区間の位置を示している。大きな
速度変化が、２車線区間と１車線区間の間で観測され
ている。全体的な速度は、1,560台 /h による制限速度
90㎞ /h 区間で平均速度89㎞ /h、1,160台 /h による制
限速度110㎞/h区間で平均速度101㎞/hとなっている。
　E4道路の Gavle 北部は、年平均日交通量がおよそ
9,000台/日、速度制限110㎞ /h であり、特にイースタ
ーの休日のときは南行きに交通ピークを伴う。図－８

は、イースターの休日の2004年４月12日（月）におい
て、１車線区間で15時間測定されたデータを示してい
る。各プロット値は、５分間の平均車両速度と片方向
の交通量（台 /h）である。交通量（台 /h）は５分間
データを換算したものであるので、安定していないが、
1,800台 /h までは90 ～ 100㎞ /h に達している。

５－２　交通安全の知見

（１）事前のフィジビリティ調査によれば、「２＋１車

線道路（ケーブル防護柵あり）」は、重傷及び死亡
者が20 ～ 50％に減少し、準高速道路は、一般道路
よりも致死率が高くなると予測された。「２＋２車

線道路（ケーブル防護柵あり）」については、ほぼ
同じか、わずかによい性能を示すと判断されていた。
新規に建設された代替案の「４車線道路」は、高速
道路に近い形、すなわち65％の減少が最大の効果と
なると予測されていた。物損と軽傷事故は、２＋１
車線道路と２＋２車線道路のケーブル防護柵の設置
により、増加すると予測されていた。

　　「２＋１車線道路（ケーブル防護柵あり）」の事業
区間（制限速度110㎞ /h 区間を40％と制限速度90
㎞ /h 区間を60％）における2004年６月までの交通
事故データは、以下の通りである。
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①野生動物との事故による２名を含む11名の死亡者
数を数え、致死率0.0017（死亡者数／百万台・㎞）
となった。同数値は、事前の予測値0.011よりも
低く、制限速度110㎞ /h の高速道路での予測値
0.002とほぼ等しくなっている10）。このことは、
死亡者数の85％の減少がもたらされたことにな
る。スウェーデン道路庁及びスウェーデン道路研
究所によれば、長期的には死亡者数の75％減少、
年間でおよそ25人を救うと予測している。

②FSI 率（死亡及び重傷者率＝死亡及び重傷者数 /
百万台・㎞、交差点と野生動物の事故を除く）は、
59億台・㎞のデータに基づき0.018となった。す
なわち、FSI 率は55％の減少に至っている。これ
は、予測値よりもさらに良い結果となっている。
制限速度110㎞ /h 区間は、同90㎞ /h 区間と比し
て、FSI 率が50％高くなっている。しかし、この
制限速度による差は小さなものであり、あるとす
れば道路規格による差であると考えられる。

他方、２区間だけの「２＋２車線道路（ケーブル防

護柵あり）」は、両方とも制限速度90㎞ /h であるが、
2004年６月現在で、２億５千万台・㎞で FSI 率が
0.016である。代替案の「４車線道路」は、全て制
限速度110㎞ /h であり、７億６千万台・㎞で FSI
率は0.024である。これらの結果は、これまでのと
ころ、「２＋１車線道路（ケーブル防護柵あり）」と
比較して、安全性がよいとは言えないとして、少し
失望されている。（注：この理由については原文で
は言及されていない。「２＋２車線道路（ケーブル

防護柵あり）」と「４車線道路」の FSI 率が、「２

＋１車線道路（ケーブル防護柵あり）」と同等か少
し高いことが特徴である。各幅員を厳しくしている
ことや速度特性に影響されているものと考えられる。）

（２）「２＋１車線道路（ケーブル防護柵あり）」の事
前のフィジビリティ調査によれば、概ね、全ての正
面衝突事故と追越事故、約40％の重大な結果を伴う
単独の逸脱事故は無くなると予測された。最大の予
測値として、準高速道路のうち、制限速度110㎞ /h
区間で78％の減少、制限速度90㎞ /h 区間で55％の
減少とされた。実際の結果は、これまでのところ、
準高速道路では、制限速度110㎞ /h区間で48％減少、
制限速度90㎞ /h 区間で60 ～ 70％減少した。交通
事故のタイプに関する結果は、以下のように要約10）

できる。
①正面衝突事故は、期待された通り、ほとんどなく
なったが、唯一、ゴースト・ドライバー（逆送に

よる）の事故が発生した。
②単独の逸脱事故として死亡者１名及び重傷者28名
が準高速道路の制限速度110㎞ /h 区間で発生し
たが、単独事故の割合が減少しないことを示した。
これに対し、制限速度90㎞ /h 区間では、死亡者
２名と重傷者24名が記録され、50％に近い減少と
なった。
③追越事故は、予想以上に少なく、全体で11件であ
り、およそ45％の減少となった。
④追突事故は増加した。すなわち、準高速道路の制
限速度110㎞ /h 区間では、死亡者３名及び重傷
者13名が記録され、200％の増加となった。制限
速度90㎞ /h 区間の準高速道路は、重傷者８名と
なり、ほぼ300％増加した。
⑤歩行者及び自転車の事故は、準高速道路で死亡者
３名を数えたものの、この割合は変化しなかった。
上記の結果に関し、交通量は毎年およそ１～２％の
平均的な伸びとなっており、特定の影響を与えては
いないと判断されている。単独の逸脱及び追突事故
は、「２＋１車線道路（ケーブル防護柵あり）」の主
たる重大事故を構成している。これは、準高速道路
の制限速度110㎞ /h 区間の90％、準高速道路の制
限速度90㎞ /h 区間の80％、一般国道の「２＋１車

線道路（ケーブル防護柵あり）」の制限速度90㎞ /h
区間の50％を占めている。準高速道路の「２＋１車

線道路（ケーブル防護柵あり）」の制限速度110㎞ /h
区間と90㎞ /h 区間の大きな違いは、主として単独
の逸脱事故の結果により説明できる。この仮説は、
代替案の「４車線道路」事業の単独逸脱事故の安全
性が乏しいことにより、強調される。

５－３　中央分離帯のケーブル防護柵への衝突

（１）ケーブル防護柵への衝突は、予測通り頻発して
いるが、通常は重大な結果をもたらすことはない。
事前のフィジビリティ調査では、0.5 ～１件/百万台・
㎞となると予測された。実測結果10）は、これまで
のところ、0.51件/百万台・㎞である。これは、平
均で約２件/㎞・年を示している。これに対し、４
区間で整備された代替案の「４車線道路」では、平
均0.28件/百万台・㎞であり、「２＋１車線道路（ケ

ーブル防護柵あり）」より低くなっているが、接近
している。

　　積雪寒冷条件（特に、雪煙及び地吹雪）を伴うス
ウェーデン北部の事業と、降雪が少ないスウェーデ
ン南部の事業の間では、事故率が0.56と0.43など明
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らかな違いが表れている。制限速度110㎞/h区間は、
制限速度90㎞ /h 区間よりも、およそ15 ～ 20％事
故率が高くなっている。全ての中央分離帯の衝突事
故の約65～70％は、１車線区間で発生している。「２

＋１車線道路（ケーブル防護柵あり）」の区間延長は、
約50％が１車線区間、約40％が２車線区間であり、
残りの約10％が２車線から１車線へのすり付け区間
である。
　　防護柵衝突事故の約５％が、２車線から１車線へ
のすり付け区間で発生している。これは、すり付け
区間延長の割合（10 ～ 12％）よりも、明らかに小
さくなっている。衝突事故の45 ～ 50％が冬期間（12
月～３月）に発生しており、高い割合を示している。
この割合は、冬期間の交通マイル長が28 ～ 30％で
あることを考慮すると、たいへん多くなっている。

（２）３区間２）の牽引作業実態を通じ、詳細な調査研
究が行われている。牽引率（牽引作業/百万台・㎞）
は平均2.2であり、約15％が車両単独事故により発
生したものである。これは、ケーブル防護柵への衝
突を含む車両単独事故のおよそ40 ～ 70％に該当す
ると予測されている。全ての防護柵衝突事故の20
～ 25％が牽引作業を必要としている。これらのケ
ースにおいて、支柱に衝突し牽引作業を伴ったもの
は15 ～ 20件に過ぎない。
　　衝突割合を低下及び最小化させるために、代替と
なる防護柵の反射体、エッジラインの設計、中央分
離帯の幅員と車線幅員について等、多くの調査研究
が実施されている。従来のハイ・ビームに代わり、
反射体の位置を考慮したロー・ビームが防護柵の認

知性を改善している。衝突割合は、長期に亘り、わ
ずかに減少するという明らかな傾向が見られている。

（３）防護柵の修繕作業は、交通安全上の主たる関心
事である。修繕作業は、制限速度を70㎞ /h まで減
速させ、ＴＭＡ防護（Truck Mounted Attenuator 
protection）を用いて、追越車線側から行われる（図

－９参照）。反対方向車線の速度制限は、作業エリ
アを保護するために幾つかのコーンを用いて、通常
50㎞ /h に減速させている。作業エリアは、たいへ
ん厳しい作業条件である。交通管理者により作業エ
リアが閉鎖されることは少なく、作業エリアの交通
計画については、事前に許可を得ている。

　　防護柵の設計についても多くの議論が交わされて
きた。現在のN2クラスの防護柵は、高速道路で用
いられているが、唯一、乗用車による正式な衝突実
験を行っている。N2クラスの防護柵が、重量トラ
ックを捕らえると共に、十分な防護機能を発揮した
ケースが沢山見られている。これは、平均的にたい
へん小さい衝突角度によるものである。

　
５－４　ドライバーによる評価

（１）「２＋１車線道路（ケーブル防護柵あり）」を導入
する最初の対象となったE4道路：Gavle-Axmartavlan
でのドライバーによる評価に関する調査は、1998年
秋並びに1999年秋の２回実施された。本調査による
結果概要は以下の通りである。
①1998年秋の調査からは、ドライバーは、「２＋１

車線道路（ケーブル防護柵なし）」（区画線の引き
直しだけの型）の方が、元々の２車線道路よりも

図－９　防護柵の修繕作業
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好ましいとしている。なお、１％以下が「２＋１

車線道路（ケーブル防護柵あり）」がベストな選
択と回答した。

②新たに実施した1999年秋の調査によれば、ドライ
バーのうちの40％が「２＋１車線道路（ケーブル

防護柵あり）」が最善の道路設計であるとし、30
％が区画線の引き直しのみによる「２＋１車線道

路（ケーブル防護柵なし）」を支持している。こ
の評価の変化は、たいへん大きなものである。

２＋１車線道路事業が開通し、実際にドライバーが
経験する以前は、一部の自動車ジャーナリストと公
衆の意見によれば、このような驚異的な変化は、マ
イナスかつ現実的ではないとされていた。

（２）ドライバーによる評価調査は E18道路でも実施
され、よりよい結果を得ている。なお、同調査によ
れば、以下のような結果及びコメントが得られている。
①多くのドライバーが、以前と比較して、運転がよ
り安全・快適でストレスが減少すると考えている。

②高齢者ドライバーのうち歓迎しているものは、少
ない。

③バス並びにトラックの運転手からは、２車線から
１車線へのすり付け区間での「チキンレース」に
ついて、しばしば不平を寄せられている。

５－５　オートバイ

　「２＋１車線道路（ケーブル防護柵あり）」における
オートバイの事故は、詳細に研究されてきた。８件の
事故が発生し、２名の死亡者と７名の重傷者を伴った。
これら８件のうち、ケーブル防護柵での事故５件を含
んでいる。事故が、ケーブル防護柵の設置により、発
生した、或いはより重大になったとの報告は、これま
でのところ得られていない。

５－６　維持

（１）道路維持に関し、事前のフィジビリティ調査に
よれば、維持コストの80％増加、すなわち、年平均
日 交 通 量5,000 ～ 10,000台 で 125,000SEK か ら
175,000SEK（1SEK＝約15円）の追加の社会経済コ
ストとなると予測された。これは、防護柵の修繕が
30％、冬期コストが30％、定常的な維持作業が20％、
閉塞と修繕に伴う道路ユーザーのコストが20％で構
成されている。長期的なオーバーレイコストに関す
る意見が、以前から、いまもなお激しく議論されて
いる。フィジビリティ調査の結論によれば、ＰＭＳ
（Pavement Management System; 舗装マネージメ

ントシステム）の分析に基づきわずかに増加であっ
た。

　　ケーブル防護柵の修繕は、高いコストが必要とさ
れており、交通安全上の課題に影響を及ぼした。１
件のケーブル防護柵の衝突に伴って必要となるコス
トは、ケーブル防護柵の修繕費用が10,000SEK、車
両修繕費用が25,000SEK、合計35,000SEK である。
ケーブル防護柵の衝突事故率は、平均値で1.5 ～２
件 / ㎞・年であるが、年平均日交通量7,500 ～
10,000台/日、年間財政コスト50,000 ～ 70,000SEK/
㎞である。スウェーデン道路庁は4,000SEK/ケーブ
ル修繕を費用負担し、残りの費用は保険会社により
負担されている。

（２）冬期維持に関する結果は概要以下の通りとなっ
ている。
①冬期維持コストは、5,000 ～ 10,000SEK/ ㎞・年
で増加しているが、当初予測よりも少ない。これ
は、中央分離帯の視線誘導標の支柱並びに反射体
の清掃コストが低くなっているからである。とい
うのは、維持業者により、必要とされる要件が達
せられていないからである。
②除雪作業時の速度は、わずかに減速している。ド
ライバーからは、このような除雪作業は、ふつう
の除雪作業よりも、よりストレスが大きいと不平
が寄せられている。多くの交通事故及びヒヤリ事
象が発生した。除雪計画は、伝統的には一列に並
んでおよそ100ｍの追越車線に第一車両、走行車
線に第二車両が走行しているが、事故を避けるた
めに次第に変化している。待避場の設置は、除雪
車が追い越しを許すために、実施された。塩の散
布量は、増加が予測されていたが、塩の散布エリ
アを縮小したために、減少した。
③舗装された E4道路：Gavle-Axmartavlan におい
て、わだちの深さを計測したところ、いまのとこ
ろ、フィジビリティ調査通りに、深化が進行して
いる。長期的な年間維持コストは、最大で
10,000SEKに増加すると予測されている。

（３）視線誘導標支柱、橋梁、側溝の清掃のような通
常の維持作業は、少い交通量の条件下で実施されて
いる。E4道路：Gavle-Axmartavlan 区間では、こ
のような作業は、片方向の通行により実施されてい
る。他方向は、E4道路入口に設置された固定標識及
び可変標識により、反対方向の通行を指示されている。
このような追加コストは、10,000～ 20,000SEK/㎞・年
と予測されている。
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７．北海道の地域特性を考慮した道路構造の検討

　北海道は、積雪寒冷地及び広域分散型であることを
はじめとし、スウェーデンと多くの共通点を有してい
る。このような観点から、同国による２＋１車線道路
の経験と知見を踏まえ、北海道の地域特性を考慮した
望ましい道路構造を検討することが求められている。
北海道における検討の際のポイントとしては、以下の
ような事項が列挙できる。
 （１）地形
　２＋１車線道路は、平坦な地形や起伏の小さな地
形で採用することが望ましいと考えられる。

 （２）交通量
　スウェーデンでは、年平均交通量およそ4,000台 /
日以上を主たる対象とし、13ｍ幅員道路において２
＋１車線道路を導入している。予定事業区間の観測
交通量をもとに、適切な横断面構成について検討す
る必要がある。

 （３）追越車線の長さ
　スウェーデンでは追越車線長を1.0 ～ 2.5㎞としつ
つも、地形などを考慮して変更できることとしてい
る。他方、我が国では第１種道路の付加追越車線長
は1.0 ～ 1.5㎞を標準とし、地形の状況等により増減
できるものとされている。このことから、予定事業
区間の地形や交通量を踏まえ、適切な追越車線長の
検討が求められる。

 （４）アクセスコントロール
　取付道路が多いことは交通事故の頻発が懸念され
る。スウェーデンは、このような取付道路をできる
だけ集約した形で、平面交差を適用している。アク
セスコントロールの推進が、交通事故の抑制につな
がるものと考えられる。

 （５）分離構造
　スウェーデンでは、中央分離帯にケーブル防護柵
を設置することにより、死亡及び重傷者事故の減少
に至っているものの、物損や軽傷事故は増加してい
る。同国の知見と経験を参考にしつつ、北海道にお
ける適正な分離構造について検討する必要がある。

 （６）交通安全対策
　ケーブル防護柵を設置した２＋１車線道路構造の
導入により、全般的に交通事故は減少に至っている
が、追突事故だけは顕著に増加している。また、季
節別の統計によれば、冬期にケーブル防護柵間の事
故発生が高くなっている。よって、追突事故対策や
冬期路面管理を考慮した事故対策についても検討す
る必要があると考えられる。

６．まとめ

　スウェーデン道路庁による「２＋１車線道路（ケー

ブル防護柵あり）」事業により、2004年上半期までに得
られた主たる成果と知見は、以下の通りまとめられる。
（１）「２＋１車線道路（ケーブル防護柵あり）」の平
均的な交通量におけるサービス水準は、当初予測よ
りも良好である。片方向で1,500 ～ 1,600台 /h の交
通容量で、交通量1,400台 /h に等しいかそれ以上と
なっており、元々の13ｍ幅員道路（路肩は広い型）
よりもほぼ300台 /h 減少している。緊急及び救難
用車両、並びに車両故障による通行止め等の懸念さ
れた事項は、主たる課題となることなく、対処され
ている。

（２）「２＋１車線道路（ケーブル防護柵あり）」の交
通安全上の効果は、当初の予測と等しいか、より向
上している。高速道路での11名の死亡者数から、致
死率は0.0017（死亡者数/100万台･㎞）であり、以
前と比較してほぼ80％改善されている。重傷者数を
含む減少は55％である。制限速度110㎞ /h区間は、
制限速度90㎞ /h 区間よりも、死亡者数と重傷者数
の発生が50％高くなった。「２＋２車線道路（ケー

ブル防護柵あり）」と新規に建設された「４車線道路」

は、今のところ、少し驚いたことには、「２＋１車

線道路（ケーブル防護柵あり）」よりも交通安全性
能がよいとは言えない。

（３）中央分離帯のケーブル防護柵への衝突事故は、　
予測された通り、交通安全上の課題を創出している。
より積雪の多いスウェーデン北部地方における事業
区間、及び制限速度110㎞ /h 区間では、このよう
な衝突事故の率が高くなっている。

（４）維持の課題は、防護柵の修繕と通常の維持作業
に関する事前予測よりも、小さくなっている。社会経
済コストは、およそ70％もしくはおよそ100,000SEK/
㎞･年が増加した。（１SEK＝約15円）このうち、
65％が防護柵の修繕によるものである。

（５）ドライバー並びに世論は、「２＋１車線道路（ケ

ーブル防護柵あり）」の導入に対し、たいへん肯定
的である。

（６）1998年以降、スウェーデン道路庁により1,000㎞
以上の「２＋１車線道路（ケーブル防護柵あり）」

が開通している。今後３年間に、年200 ～ 300㎞が
延伸される計画である。スウェーデンにおける全て
の準高速道路は、「２＋１車線道路（ケーブル防護

柵あり）」に転換されている。
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 （７）規制速度
　我が国及び北海道における２車線道路の規制速度
がスウェーデン及び諸外国と比し、格段に低いこと
は全く基本的な条件の相違である。このことを考慮
し検討する必要がある。
 （８）冬期道路管理
　北海道はスウェーデンに比して、降雪量は格段に
多くなっている。このことから、より適切な冬期道
路管理の確保が求められている。また、スウェーデ
ンでは冬期道路管理の性能規定が導入されている
等、北海道とは異なる現状がある。この点について
も留意する必要がある。

８．おわりに

　本稿により、スウェーデンにおけるケーブル防護柵
を設置した２＋１車線道路の成果と知見について報告
すると共に、北海道の地域特性を考慮する際のポイン
トについて整理を行った。今後、他の諸外国の事例等
も参考にしながら、北海道における望ましい道路構造
に関する研究を推進する予定である。
　最後に、貴重な資料提供を賜ったスウェーデン道路
研究所のArne Carlsson 氏に対し、深く謝意を表する。
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